
事務事業の概要・計画（PLAN）

4 款 2 項 3 目

□ 評価対象事業 ■ 評価対象外事業（事業の概要・結果のみ）

17

■

事業活動の内容・成果（DO）

27 28 28

事務事業評価（CHECK)

30 年度 31

主な実施主体

年度 33 年度 5年間の合計

自己判定
(担当責任

者)
事業の成果 し尿及び浄化槽汚泥等を適正に処理し、公共用水域へ放流することができた。

一次判定 事業の
方向性

■ 事業継続と判断する。

判断の理由 し尿処理施設「塩美園」、「清流園」の施設の維持管理に必要な負担金の支出であるため。□ 事業縮小と判断する

□ 事業廃止と判断する

向こう５年間の直接事業費の推移
（千円）

29 年度

一部事務組合
実施形態（補助金・指定管
理料・委託料等の記載欄）

負担金

118,000 147,000 147,000 187,000 187,000 786,000

年度 32

87,020

66224 862111人工当たりの人件費単価 8,042 8,086 8,086

※　直接事業費＋人件費

0.10

負担金額 千円 109928 98914

職員の人工（にんく）数 0.10 0.10

110,733 99,723

1615

地 方 債 0 0 9,900 0 0

98,914 △ 22,603 0 0 86,211

0 0

一 般 財 源 109,929

0

し尿搬入量（中山・双海） ｋｌ 3268 3300

10000 4942 9802
財
源
内
訳

国 庫 支 出 金 0 0 0 0 0 0

県 支 出 金 0 0 0 0 0 0

3201そ の 他 0 0 0 0

年度実績

直   接   事   業   費 109,929 98,914 △ 12,703 0 0 86,211

し尿搬入量（本庁）

決算額 項       目 単位 年度実績 年度予定 9月末の実績項           目 前年度決算 当初予算額 補正予算額 継続費その他 翌年度繰越

ｋｌ 9575

事業の内容
（整備内容）

し尿処理場の運営・管理費について各事務組合への負担金の支出
評価事業としない
こととした理由

施設を円滑に運営するために必要とされる費用を適正に支出するだけの事業のた
め。

事 業 費 及 び 財 源 内 訳 （ 千 円 ） 事 業 活 動 の 実 績 （ 活 動 指 標 ）

総合計画における
本事業の役割

公衆衛生上の問題が起こらぬよう、速やかに廃棄物を処理するための施設を円滑に運営する。

事業の対象 伊予市松前町共立衛生事務組合（塩美園）、大洲・喜多衛生事務組合（清流園） 事業の目的 塩美園及び清流園の設置・管理及び運営に関する経費の負担

快適空間都市の創造
【終了】

平成 年度(予定)

循環型社会構築に向けた環境づくり 設定なし

事業評価の有無 担当責任者名 窪田 春樹

法令根拠等 伊予市松前町共立衛生事務組合規約、大洲・喜多衛生事務組合規約

実 施 期 間

【開始】 平成 年度

総合計画での
位置付け

一般会計 担当課 環境保全課

予算科目 事業番号 2320 所属長名 佐々木 正孝

平成 28 年度　事務事業評価シート

事務事業名 し尿処理施設組合事業
会計名称



今後の方向性（ACTION）

事業の方向性 コメント欄

□

指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進
に努め、今年度の事務事業評価シートに
反映させること。□

一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。

□

一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。

さらに重点化する。

■ 現状のまま継続する。

□ 右記の点を見直しの上、継続する。

□ 事業の縮小を行う。

□ 事業の休止、廃止を行う。

二次判定

■ 一次判定結果のとおり事業継続と判断する。

□ 一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。

□ 一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。

⇒

□ 既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。

行政評価委員会の答申
外  部  評  価

答申の内容

経営者会議
の最終判断


